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（趣旨） 
第１条 この規程は、国立大学法人和歌山大学組織規則第１１条の規定に基づき、国立大学

法人和歌山大学学長選考・監察会議（以下「学長選考・監察会議」という。）に関し、必要

な事項を定める。 
（審議・決定事項） 

第２条 学長選考・監察会議は、次の事項を審議し、決定する。 
（１） 学長の選考基準及び選考手続きに関すること 
（２） 学長候補者の選考に関すること 
（３） 学長の任期に関すること 
（４） 学長の解任に関すること 
（５） 学長の業務執行状況の確認に関すること 
（６） その他関連する重要事項 
（組織） 

第３条 学長選考・監察会議は、次の各号に定める委員をもって組織する。 
（１） 国立大学法人和歌山大学経営協議会（以下「経営協議会」という。）の学外委員の

代表 ４名 
（２） 国立大学法人和歌山大学教育研究評議会（以下「教育研究評議会」という。）の評

議員（学長を除く。）の代表 ４名 
（委員の選出） 

第４条 前条第１号の委員は、経営協議会の議を経て選出し、第２号の委員は、教育研究評

議会の議を経て選出する。 
２ 前条各号の委員が学長候補者として推薦された場合は、委員から退くものとし、その後

任者は、その選出母体である機関が新たに選出する。 
（委員長） 

第５条 学長選考・監察会議に委員長を置き、委員長は、学長選考・監察会議委員の互選に

よる。 
２ 委員長は、学長選考・監察会議の議長となる。 
（会議） 

第６条 学長選考・監察会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことはで

きない。 
２ やむを得ない理由のため学長選考・監察会議に出席できない委員は、あらかじめ通知さ

れた事項について書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任すること

ができる。ただし、最終の学長候補者を決定する際の学長選考・監察会議については、適

用しない。 
３ 前項本文の場合における第１項の規定の適用については、その委員は出席したものとみ

なす。 
４ 学長選考・監察会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議
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長の決するところによる。 
（事務） 

第７条 学長選考・監察会議の事務は、総務課において処理する。 
附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
附 則（平成１７年１月２６日一部改正：法人和歌山大学規程第３６２号） 

この改正規程は、平成１７年１月２６日から施行する。 
附 則（平成２３年３月１４日一部改正：法人和歌山大学規程第１１９９号） 

この改正規程は、平成２３年４月１日から施行する。 
附 則（平成２４年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第１２４２号） 

この改正規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
附 則（平成２６年６月１９日一部改正：法人和歌山大学規程第１５２７号） 

この改正規程は、平成２６年６月１９日から施行する。 
附 則（平成２７年３月１６日一部改正：法人和歌山大学規程第１６４０号） 

この改正規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
附 則（令和２年１１月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第２３１１号） 

この改正規程は、令和２年１１月３０日から施行する。 
附 則（令和３年３月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第２３４９号） 

この改正規程は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則（令和４年３月２８日一部改正：法人和歌山大学規程第２４３４号） 

この改正規程は、令和４年４月１日から施行する。 
附 則（令和５年３月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第２５９５号） 

この改正規程は、令和５年３月２９日から施行する。 
 


